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秋田県後期高齢者医療広域連合物品購入等入札実施要綱 

平成１９年２月１日 

訓令第７号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、秋田県後期高齢者医療広域連合財務規則（平成１９年秋田県後期高

齢者医療広域連合規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、広域連

合が発注する物品の購入や賃貸借に係る契約の指名競争入札に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（対象物品） 

第２条 この訓令の規定の対象となる物品は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 予定価格が８０万円を超える備品 

(2) 予定価格が年額又は総額で４０万円を超える物品の賃貸借 

(3) 前２号に掲げるもの以外のもので予定価格が５０万円を超えるもの 

（入札執行者） 

第３条 入札の執行は、財務担当課長(以下「入札執行者」という。)が行うものとする。

ただし、入札執行者が不在のときは、あらかじめ指名した代行者が、入札を執行するも

のとする。 

（指名及び通知） 

第４条 広域連合長は、秋田県後期高齢者医療広域連合入札参加者選定規程（平成１９年

秋田県後期高齢者医療広域連合訓令第５号）の規定に基づき、入札に参加させようとす

る者を指名し、次に掲げる事項を明記した指名通知書（様式第１号）により通知するも

のとする。 

(1) 物品等の入札に付する物品名、納入場所及び納期 

(2) 物品等の仕様 

(3) 現場説明等の日時及び場所 

(4) 入札執行の日時及び場所 

(5) 入札保証金 

(6) 最低制限価格及び低入札価格調査制度の有無 

(7) その他必要な事項 

２ 前項の通知は、到達が確実な方法で行わなければならない。 

（現場説明） 

第５条 広域連合長は、事前に十分な仕様等に関する調査を行い、次に掲げる契約条件等

を明示しなければならない。 

(1) 契約保証金の納付の有無 

(2) 議会の議決に付すべきものについては、仮契約が必要である旨 

(3) 質疑応答期間 

(4) その他必要な事項 

（見積期間） 

第６条 入札価格を算定するために必要な見積の期間は、入札価格を算定するための期間

を考慮し、設定するものとする。 
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（参加者の資格） 

第７条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札に参加させてはならない。 

(1) 入札日において、入札参加資格又は指名を取り消されている者 

(2) 正常な入札の執行を妨げるなどの行為をなすおそれがある者 

（入札の場所） 

第８条 入札は、原則として秋田県市町村会館会議室において行うものとする。 

（入札の準備） 

第９条 入札執行者は、予定価格調書、くじその他入札の執行に必要なものを準備しなけ

ればならない。 

（入札辞退） 

第１０条 入札執行者は、入札を辞退しようとする者がいるときは、入札を辞退する者に、

入札執行前にあっては入札辞退届（様式第２号）を持参又は郵送により提出させ、入札

執行中にあっては入札辞退届又はその旨を明記した入札書を直接提出させなければなら

ない。 

２ 広域連合長は、入札を辞退した者に対し、これを理由として以後の指名等について不

利益な取扱いをしてはならない。 

（入札の取止め等） 

第１１条 入札執行者は、入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等入札を公正に執

行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は

入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。 

２ 天災、地変その他やむを得ない事由のときは、入札の執行を延期し、又は取り止める

ことができる。 

３ 入札執行者は、前２項の規定により、入札の執行を取り止め、又は延期したときは、

その理由を明記した入札取止め（延期）通知書（様式第３号）により入札参加者に通知

しなければならない。ただし、入札期日を変更しないものについては、この限りでない。 

（入札の執行） 

第１２条 入札は、入札執行時間に達したときに、入札会場を閉鎖し、入札を開始する旨

を告げた後で、入札参加者に入札書を提出させ、又は入札箱に投入させることにより行

う。 

２ 代理人が入札する場合は、委任状を提出させなければならない。 

３ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人と

なることはできない。 

４ 入札書の金額については、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金

額を記載させるものとする。 

（入札の秩序） 

第１３条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札執行の場所から退場さ

せることができる。 

(1) 私語、放言等をなし、入札の執行を妨げた者 

(2) 不穏の行動をなす者 

（入札書の書換え等の禁止） 
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第１４条 入札執行者は、入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。 

（誓約書） 

第１５条 入札執行者は、当該入札を公正に執行するために必要があると認めたときは、

入札参加者に誓約書（様式第４号）の提出を求めることができる。 

（無効の入札） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札 

(2) 入札保証金を納付させる場合に入札保証金を納付しない者又はその金額に不足の

ある者のした入札 

(3) 同一の入札について２以上の入札をした者の入札 

(4) 同一の入札について２以上の入札者の代理人となった者の入札 

(5) 談合その他の不正行為により入札を行ったと認められる入札 

(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂

正した入札 

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札 

(8) 記名押印を欠く入札 

(9) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札 

（開札） 

第１７条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者の立会いのもとに行

わなければならない。 

２ 前項の場合において、入札参加者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係

のない職員を立ち会わせなければならない。 

３ 入札執行者は、開札宣言の後、直ちに入札書及び予定価格調書を開封し、その適否の

審査を行わなければならない。 

（落札者の決定） 

第１８条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落

札者とするものとする。 

２ 入札執行者は、最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内で最

低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者と

するものとする。 

３ 入札執行者は、落札者を決定したときは、直ちに、朗読によりその旨を落札者に通知

しなければならない。 

（同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

第１９条 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、

くじにより落札者を決定しなければならない。この場合においては、まずくじにより落

札者を決定するくじを引く順番を決め、次にその順番で落札者を決定するくじを引かせ

るものとする。 

２ 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わ

って入札事務に関係のない職員にくじを引かせなければならない。 

（再度の入札） 
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第２０条 入札執行者は、開札をした場合において、落札とすべき入札をした者がいない

ときは、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、再度の入札は原則

として１回とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、再度の入札に参加することができない。 

(1) 第１６条第１号から第５号までの規定により無効とされた入札をした者 

(2) 第１６条第９号の規定に基づき無効とされた入札をした者で再度の入札に参加さ

せることが不適当と認められる者 

(3) 最低制限価格を設けた場合において、入札金額が最低制限価格を下回った価格で入

札した者 

３ 第１０条及び第１１条の規定は、再度の入札の場合に準用する。 

（不調時の取扱い） 

第２１条 入札執行者は、再度の入札によってもなお落札者がないときは、入札を打ち切

り、指名替え等を行い、新たな入札を行うものとする。ただし、予定価格と最低入札価

格との差が小額で、随意契約ができると認められる場合は、この限りでない。 

（契約の締結） 

第２２条 契約権者は、落札の決定を通知した日から５日以内に契約（議会の議決に付す

べきものについては、仮契約）を締結しなければならない。ただし、やむを得ない事情

があるときは、この限りでない。 

２ 落札者が前項の期間内に契約を締結しなかった場合は、その落札は効力を失う。 

（補則） 

第２３条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成１９年２月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

年  月  日 

           様 

秋田県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長      印 

 

入札の執行について（通知） 
 
 このことについて、貴社を指名しますので、秋田県後期高齢者医療広域連合財務規則を

遵守のうえ、下記により入札に参加してください。 
 入札を辞退する場合は、入札辞退書（様式第 2 号）を入札執行前に事務局総務課へ提出

してください。これにより、以後の指名等について何ら不利益な取扱いを受けることはあ

りません。 
 

記 

   １ 件名 

   ２ 品名 

   ３ 納期 

   ４ 納入場所 

   ５ 入札日時 

   ６ 入札場所 

   ７ 図面及び仕様書の閲覧 

   ８ 予定価格 

   ９ 最低制限価格 

   10 低入札価格調査基準額 

   11 入札保証金 

   12 その他 
  【注意事項】 

１． 入札方法は、入札書を任意の封筒に入れ封緘の上、入札執行者に提出する方法

で行います。 
２． なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された額に当該金額の１００分の

５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てた金額）をもって落札とするので、入札者は消費税に係

る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１

０５分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 
３． 本指名通知は、場合により取消しをすることがあります。 
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様式第２号（第１０条関係） 

 
 
 

入 札 辞 退 届                  
 
 
 
 
 平成  年  月  日 執行の下記物品の入札は、都合により辞退します。 
 
 
 
        契 約 番 号 
 
 
        件   名 
 
 
 
 
 
 
                     平成  年  月  日 
 
 
 （あて先）秋田県後期高齢者医療広域連合長   
 
 
 
          住  所        
 
          商号又は名称 
 
          代表者職氏名                                       ○印  
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様式第３号（第１１条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

入札執行者        印  

 

入札取止め(延期)通知書 

 

 下記の入札について、次の理由により入札を取り止め（延期）したので、通知します。 

※なお、入札日が確定次第お知らせします。（※は延期の場合） 

 

記 

 

 契約番号 

 

 

 

件  名 

 

 

 

取止め（延期）の理由 

 

 

 

 

 

以上 
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様式第４号（第１５条関係） 

年  月  日 

 

  秋田県後期高齢者医療広域連合長 

    様 

 

誓約者 

住所 

商号又は名称 

代表者名        印 

 

誓約書 

 

 当社は下記の入札にあたり、関係諸法令及び秋田県後期高齢者医療広域連合入札心得（物

品指名競争入札）を遵守し、一切の不正な行為をしないことを誓約します。 

 なお、これに反したときは、入札を無効とされても異議ありません。 

 

 

記 

 

 契約番号 

 

 

件  名 

 

 

 

以上 


